
 

新 ま ち 第 1 3 0 0 号 

令 和  ７ 年  ３ 月 ５ 日 

 

中央区自治協議会長 様 

 

新潟市長  中 原  八 一 

（担当：まちづくり推進課） 

 

信濃川やすらぎ堤利用調整協議会委員の推薦について（依頼） 

 

 日ごろより本市のまちづくり行政について、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 本市のシンボルである信濃川やすらぎ堤の適正かつ公平な利用を推進し、市民の憩いの場、にぎわい

の場の創出を目的に、利活用や管理運営に関するご意見を聴取する「信濃川やすらぎ堤利用調整協議会」

を、平成２８年１月より組織しております。 

 つきましては、「信濃川やすらぎ堤利用調整協議会」の委員１名のご推薦いただきたくお願い申し上げ

ます。 

記 

 

１ 協議会の名称 信濃川やすらぎ堤利用調整協議会 

２ 委員の任期  就任承諾日から令和９年３月３１日まで（予定） 

３ 職   務  利用及び管理運営に関するルール等について、並びに利用区域において有効活用し

ようとする事業者等について意見を付すること。 

４ 会議開催回数 年２回程度予定（１回２時間程度） 

５ 報   酬  新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に定める附属機関の委員の報酬

額に準じて支給します。 

６ そ の 他  ご推薦の際は以下の事項に努めていただけますようお願いします。※市附属機関等

に関する指針第５条より（いずれも除外規定あり） 

・女性委員の割合が 45％以上となるよう努めるものとする（別添） 

・特定の年齢層に偏らないように選任する 

・再任する場合は通算の在任年数が６年を超えないものとする 

・委員の併任は３の附属機関までとする 

 
＜連絡先・問合せ先＞ 

新潟市都市政策部まちづくり推進課 

景観・庶務グループ  担当 樋浦、樋口、加藤 

〒951-8554 新潟市中央区古町通 7 番町 1010（古町ルフル 5 階） 

電 話：025-226-2700 

メール：machisui@city.niigata.lg.jp 

資料　議3-2



 

 

信濃川やすらぎ堤利用調整協議会開催要綱 
 

（名称） 
第１条 本会は「信濃川やすらぎ堤利用調整協議会」（以下「協議会」という。）

と称する。 
 

（目的） 
第２条 協議会は、信濃川やすらぎ堤周辺の「都市及び地域の再生等のために

利用する施設が占用することができる河川敷地の区域」（以下「利用区域」と

いう。）の適正かつ公平な利用を推進し、市民の憩いの場、にぎわいの場の創

出を目的とする。 
 

（所掌事務） 
第３条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。 
⑴ 利用区域の指定及び利用・管理運営に関するルール等について意見を付

すること 
⑵ 利用区域において、新潟市と使用契約を締結する事業者等について意見

を付すること 
 

（構成） 
第４条 協議会の構成委員は、次に掲げるものとする。 
⑴ 学識経験者等 ６名以内 
⑵ 新潟商工会議所 １名 
⑶ 新潟市中央区自治協議会 １名 
⑷ 行政関係 新潟市中央区長、国土交通省信濃川下流河川事務所長 
 
（委員の任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（会長） 
第６条 協議会には、委員の互選により会長を置く。 
２ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名

する委員がその職務を代行する。 
 

（会議） 
第７条 協議会は、市長が必要に応じて招集する。 
２ 市長は、必要に応じて関係者の意見を求め、その意見を聴くことができる。 
３ 委員が出席できないときは、行政関係に限り代理者が出席することができ

る。 
 



 

 

（会議の公開） 
第８条 協議会は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合

であって当該非公開と決定したときは、この限りでない。 
⑴ 非公開が含まれる事項について検討等を行う会議を開催する場合 
⑵ 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に支障が生じると認

める場合 
 

（事務局） 
第９条 協議会の事務局は、国土交通省信濃川下流河川事務所及び新潟市都市

政策部まちづくり推進課に置く。ただし、当該事務局の事務のうち庶務は、

新潟市都市政策部まちづくり推進課において行う。 
 

（その他） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、

市長が定める。 
 
   付 則 
 この要綱は、平成２８年１月７日から施行する。 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 


